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恩方老人憩の家の廃止について（報告） 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1 老人憩の家サービスの方向性の決定及び恩方老人憩の家の廃止について 

昨年議論いただいた老人憩の家サービスの見直しの方向性等について、答申をふまえ以下のとおり方

針を決定した。令和 7年度第 3回市議会定例会において令和 7年度末での恩方老人憩の家廃止を提

案、議決された。 

【決定事項】 

（１）恩方老人憩の家の在り方 

現在の指定管理期間が終了となる令和 7年度末で施設を廃止する。ただし、恩方老人憩の家サー

ビスが担ってきた社会参加機能の代替措置を講じる。 

※ 代替措置 

      ア 類似の施設・サービス等の周知、利用促進 

      イ 恩方市民センターへのカラオケ機器等の移設 

※  長房ふれあい館で提供している老人憩の家サービスについては、令和 6年度に施設の大規

模改修等を実施していることから、将来改めて見直しの検討を行う。 

 

2 恩方老人憩の家廃止年月日 

令和 8年（2026年）3月 31日（現指定管理期間終了） 

 

3 代替サービス 

 現在のサービス 代替のサービス 

(1) 部屋貸出 恩方農村環境改善センター、恩方市民センター、各保健福祉センター 

(2) 
カラオケ 恩方市民センター（カラオケ機器移設）、長房ふれあい館、 

各保健福祉センター 

(3) 浴室 長房ふれあい館、夕やけ小やけふれあいの里 

(4) マッサージ器 長房ふれあい館 

(5) 電位治療器 各保健福祉センター 

（6） 
その他、社会参

加の場 

恩方地域の各団体（サロン、シニアクラブ、地域団体、住民主体に 

よる訪問型サービス団体） 

 

 

 

 

資料５ 

令和７年（2025年）11月 13日 

八 王 子 市 社 会 福 祉 審 議 会 

高 齢 者 福 祉 専 門 分 科 会 

高 齢 者 い き い き 課 
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4 地域関係者・利用者への説明 

恩方老人憩の家の廃止と代替サービスの利用方法等について説明を実施した。 

時期（令和 7年度） 内容 

6月 18日（水）15：00～16：30 地域関係者との懇談会 

※参加者 8名：恩方地区町会自治会連合会、恩方地区住民 

 協議会等 

7月 15日（火）14：00～14：30 

7月 17日（木）15：00～15：30 

7月 23日（水）11：00～11：30 

7月 25日（金）15：00～15：30 

7月 28日（月）11：00～11：30 

利用者への説明会 

※参加者数：計 60名程度（自由参加のため人数は概算） 

※多くの利用者にご参加いただけるよう、曜日、時間を分散

して複数回実施した 

※説明会終了後も、代替サービスのパンフレットや施設空き

状況等をまとめたファイルを施設窓口に配置するほか、所

管課において問い合わせを受け付け、周知・案内に努める 

 

5 施設廃止スケジュール 

時期（令和 7年度） 内容 

9月 第３回市議会定例会にて「八王子市老人憩の家条例」の廃止議案を提案、

議決された 

10月 HPや広報はちおうじ等で施設廃止について周知開始 

3月 31日 施設運営終了 ※3月 31日までは利用可能 

  

 


